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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 の 少 な く と も 一 部 に 電 源 を 供 給 す る ス イ ッ チ ン グ 電 源 と 、
　 信 号 を 読 み 出 す 読 出 手 段 と 、
　 前 記 読 出 手 段 で 読 出 デ ー タ に 順 次 変 換 す る 変 換 手 段 と 、
　 前 記 ス イ ッ チ ン グ 電 源 の 発 振 信 号 の 変 化 お い て 、 前 記 変 換 手 段 に よ る 変 換 処 理 を 停
止 さ せ る 制 御 手 段 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 信 号 読 出 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 前 記 ス イ ッ チ ン グ 電 源 に 基 準 ク ロ ッ ク を 供 給 す る 供 給 手 段 を 更 に 備 え 、
　 前 記 ス イ ッ チ ン グ 電 源 は 複 数 を 有 し 、 は 前 記 基 準 ク ロ ッ ク を 変 調 す る こ と
に を 発 生 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 信 号 読 出 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】

手 段 は 、 前 記 変 化 点 よ り 所 定 ク ロ ッ ク
の 前 記 変 換 手 段 へ の 供 給 を 停 止 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 信 号 読 出 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 読 出 手 段 に 信 号 読 み 出 行 の 切 り 換 え 周 期 を 、 前 記 ス イ ッ チ ン グ 電 源
の 基 準 ク ロ ッ ク の 周 期 の 整 数 倍 と す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 信 号 読 出 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】

装 置
検 出 器 ア レ ー よ り

し た 信 号 を デ ジ タ ル に
点 に

の 系 統 各 系 統
よ り 電 圧

　 前 記 制 御 時 間 、 前 記 変 換 手 段 を 駆 動 さ せ る た め の

よ っ て が さ れ る



　 請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か に 記 載 の 信 号 読 出 装 置 と 、
　 Ｘ 線 発 生 装 置 と を 備 え 、
　 前 記 検 出 器 ア レ ー は 前 記 Ｘ 線 発 生 装 置 か ら 照 射 さ れ た Ｘ 線 に 基 づ く 信 号 を 保 持 す る こ と
を 特 徴 と す る Ｘ 線 撮 像 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 器 ア レ ー よ り 信 号 を 読 み 出 す た め の 信 号 読 出 方 法 で あ っ て 、
　 前 記 検 出 器 ア レ ー よ り 信 号 を 読 み 出 す 読 出 工 程 と 、
　 前 記 読 出 工 程 で 読 出 し た 信 号 を デ ジ タ ル デ ー タ に 順 次 に 変 換 す る 変 換 工 程 と 、
　 ス イ ッ チ ン グ 電 源 の 発 振 信 号 の 変 化 お い て
、 前 記 変 換 工 程 に よ る 変 換 処 理 を 停 止 さ せ る 制 御 工 程 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る 信 号 読
出 方 法 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 上 記 の 目 的 を 達 成 す る た め の 本 発 明 に よ る 信 号 読 出 装 置 は 以 下 の 構 成 を 備 え る 。 す な わ
ち 、
　 の 少 な く と も 一 部 に 電 源 を 供 給 す る ス イ ッ チ ン グ 電 源 と 、
　 信 号 を 読 み 出 す 読 出 手 段 と 、
　 前 記 読 出 手 段 で 読 出 デ ー タ に 順 次 変 換 す る 変 換 手 段 と 、
　 前 記 ス イ ッ チ ン グ 電 源 の 発 振 信 号 の 変 化 お い て 、 前 記 変 換 手 段 に よ る 変 換 処 理 を 停
止 さ せ る 制 御 手 段 と を 備 え る 。
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